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イノベーション立国論の意味イノベーション立国論の意味

イノベ シ ンの遂行なしに今後の日本経済と社会• イノベーションの遂行なしに今後の日本経済と社会
の持続および発展が困難になるという認識。

• イノベーション政策を経済政策の中心に据えるとい• イノベーション政策を経済政策の中心に据えるとい
う問題提起。

• そこにおいて対象となるイノベーションは普通に考えそこにおいて対象となるイノ ションは普通に考え
られているものよりも幅広いものであるという認識。

• 広範囲なイノベーションの継続のためには、国民の
安定 持が あ 能 条安定的な支持が必要であり、それを可能にする条
件整備が要請される。

その条件整備も普通に考えられているよりも幅広い• その条件整備も普通に考えられているよりも幅広い
ものである。



報告の論点報告の論点

１ イノベーション政策を本質的意味において広く１ イノベ ション政策を本質的意味において広く
認識する。

科学 技術政策やR&D政策ではない• 科学・技術政策やR&D政策ではない。
「科学技術立国」から「イノベーション立国」へ

• シュムペーターの意味に近いところでイノベーションの
概念をとらえる。

技術革新に限定されない。

• 資源配分の再編成によって経済成長をもたらすような• 資源配分の再編成によって経済成長をもたらすような
制度革新もイノベーション概念に包摂し、そのための政
策をイノベーション政策の重要な部分と考える策をイノベーション政策の重要な部分と考える。



２ このような最も広義のイノベーションを阻害する
原因となる事柄を除去あるいは解決する政策を
含めて、「イノベーション立国のための経済政含めて、 イ ション 国のための経済政
策」と表現する。

３ 政策の骨組み３ 政策の骨組み

• 大企業と起業家によるイノベーションを両立させるとと
プもに、オープン・イノベーションを活発にさせる環境を整

備する。その内容としては、

• ①イノベーションを促進する競争政策と規制改革を継
続する。

• ②柔軟な開放的労働市場を形成する。



• ③上記の①と②の追求を社会的・政治的に可能にする
ために 労働のセーフテイ・ネットと新しいタイプの社会ために、労働のセ フテイ ネットと新しいタイプの社会
保障を充実させる。これらの政策の主要な柱として考え
られるものは、失業保険の適度な拡充、職業教育・訓練
制度の充実 非正規雇用にかんする公正待遇 育児支制度の充実、非正規雇用にかんする公正待遇、育児支
援の飛躍的拡充とワーク・ライフ・バランスの適正化な
どである。どである。

４ このようなイノベーション政策を企画し 遂行す４ このようなイノベ ション政策を企画し、遂行す
る国および社会の能力は、いかにすれば獲得あ
るいは養成できるのかという問題を提起する。るいは養成できるのかという問題を提起する。

この問題意識をイノベーションのケイパビリティ
理論を参照しつつ考える。理論を参照しつつ考える。

５ これら論点と問題意識の内容を、以下において
骨組みの段階で提示する この報告は個別の政骨組みの段階で提示する。この報告は個別の政
策内容を論じようとするものではない。
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経済成長と生産性向上の源泉経済成長 産性 源泉

• 日本の生産年齢人口は長期にわたって減少すると予測さ
れている この条件のもとでは 成長会計式が教えるとおれている。この条件のもとでは、成長会計式が教えるとお
り、労働投入の減少を相殺するだけの十分な生産性上昇
がなければ一人当たりGDPの増加は期待できない。がなければ 人当たりGDPの増加は期待できない。

• 経済全体としての生産性の向上をもたらす要因は基本的
に２つである。経済全体として生産性の高い分野、あるい
は生産性上昇率の大きい分野へ資源を再配分すること、
および、（一般に新たな資本投入をともなう）イノベーション
を通じた付加価値生産性の引き上げであるを通じた付加価値生産性の引き上げである。

• 前者の要因については、特に規制改革や生産性の低い
公的部門の改革が重要な課題となっているが、それらは公的部門の改革が重要な課題となっているが、それらは
公的分野におけるイノベーションの促進と考えてもよい。こ
うして、広い意味でのイノベーションの持続的な推進こそ
が今後の日本国民の豊かさを支える基礎的条件であるが今後の日本国民の豊かさを支える基礎的条件である。



ボウモル、リタン、シュラムの「良い資本主義」ボウモル、リタン、シュラムの 良い資本主義」

• 「良い資本主義」の最良の形態 すなわち イノベ ショ• 「良い資本主義」の最良の形態、すなわち、イノベーショ
ンを通じた経済成長の持続という点において最も優れ
た成果を示すものは 「起業家型資本主義」と「大企業た成果を示すものは、「起業家型資本主義」と「大企業
型資本主義」との混合形である。後者は最も重要な経
済活動が既成の巨大企業によって担われているタイプ済活動が既成の巨大企業によって担われているタイプ
であり、前者は小さくて、革新的な会社が重要な役割を
演じているタイプである演じているタイプである。

• この混合形がなぜ最良の資本主義の形態であるのか。
イノベ シ ンの担い手 大企業と起業家を併用するイノベーションの担い手：大企業と起業家を併用する。

• 起業家：劇的で限界突破型のイノベーションの能力が
期待される。



• 大企業：その有能な組織力と豊富な人的資源および巨
大な資金力や販売網を用いて、改良的、増分的なイノ
ベーションを積み重ねて大きな経済効果を生み出すこ
とができる。

• それだけでなく、大企業は、劇的で限界突破型のイノそれだけでなく、大企業は、劇的で限界突破型のイノ
ベーションを開始した起業家が自分自身では実行でき
ないような費用効率的な生産・販売を手助けしたり、そないような費用効率的な生産 販売を手助けしたり、そ
れを替わりに引き受けたりすることもできる。すなわち、
革新的な起業家が始めたイノベーションを引き継いで、革新的な起業家が始めたイノ ションを引き継いで、
市場で完成させる役割を担うことができる。

• これは大企業が革新を「ルーティン化」する能力をもっ• これは大企業が革新を「ル ティン化」する能力をもっ
ていることによる。その能力を形成させる環境条件とし
て市場競争の圧力が不可欠であるて市場競争の圧力が不可欠である。



大企業のイノベーションと組織ケイパビリティ大企業のイ ションと組織ケイ リティ

• ドージ、ネルソンおよびウインターによれば、個人が技
能をもち それを使って生産的活動をおこなうのと同様能をもち、それを使って生産的活動をおこなうのと同様
に、組織はケイパビリティを保有し、それを行使して生
産的活動をおこなう。その際に、企業は物事の進め方産 活動をお なう。そ 際 、 業 物事 進 方
の独特な流儀をもっている。

• このような組織の「ルーティン」は、組織の生産的活動
における「決まりき た日常的問題に対処する 定のにおける「決まりきった日常的問題に対処する一定の
行動様式」（通常の解釈におけるルーティン）ではなく、
「非ルーティン的問題」に対処するための、その企業に「非ル ティン的問題」に対処するための、その企業に
固有の特異的行動様式という意味で理解される。

• すなわち、変化する技術環境や市場環境に対応しつつ
新しい技術を生み出したり、イノベーションを導入したり
するダイナミックな能力（ dynamic capability ）を構成
する要素としての組織ルーティンということであるする要素としての組織ルーティンということである。



組織ケイパビリティの獲得による産業発展：
マイケル・ベストの視点

• 国あるいは地域の経済が付加価値生産性の向上（それ
は当然のことながら純付加価値率の高い新製品・新産
創 ば業の創出を含んでいる）を追求しようとするならば、生産

システム（ production system ）、事業形態（ business 
） お び技能 成 と うmodel ）、および技能形成(  skill formation  )という3つ

の環節において新しい要素あるいは能力を獲得してイ
遂 ば 首ノベーションを遂行しなければならない。そのことを首尾

よくなしとげることのできた国あるいは地域が新しい成
な が き うな「技術経営能長地域となることができる。このような「技術経営能力」

（ technology  management capability  ）がイノベー
シ と経済成長 中軸的要因 あると考えるションと経済成長の中軸的要因であると考える。



• 新たに発展する国や地域は、それぞれの時代の技術
的潮流の主要な要素にうまく適合する能力を獲得したも的潮流の主要な要素にうまく適合する能力を獲得したも
のであり、かつてその典型は自動車産業における
フォード・システムであり つぎにトヨタ・システムであっフォ ド システムであり、つぎにトヨタ システムであっ
たが、2000年代の初頭においては、それはエレクトロニ
クスとＩＴ産業におけるシリコン・バレイとならぶマサチュク 産業 おけるシリ な ぶ
セッツのRoute128と呼ばれる地域クラスターであり、北
部アイルランドやマレイシアである。

• 新たなイノベーション地域の「技術経営能力」
（ technology management capability ）の主軸とされ
る要因は 「シ テム統合の原理 （ i i l fる要因は、「システム統合の原理」（ principles of 
systems integration ）である。この新たなシステム統合
は 大学や研究機関における基礎研究と起業家的会社は、大学や研究機関における基礎研究と起業家的会社
のもつ組織能力とを結合させ、相乗効果を発揮させる
能力であるとベストは考えている能力であるとベストは考えている



チェスブロウの「オープン・イノベーション」

• 集合的な組織能力の形成あるいは獲得というマイケ
ル ベストの視点は ンリ チ スブ ウの観点と共ル・ベストの視点は、ヘンリー・チェスブロウの観点と共
通するところがある。

「オ プン イノベ シ ン とは 第 に イノベ シ ン• 「オープン・イノベーション」とは、第一に、イノベーション
の核になる技術知識を会社の外部から取り入れたり、
あるいは それらを会社の外部での利用に供することあるいは、それらを会社の外部での利用に供すること、
第二には、外部の知識を活用したり、外部に知識を提
供するに際して外部の組織や個人と密接に、あるいは供するに際して外部の組織や個人と密接に、あるいは
効果的に協力しあう関係または仕組みをつくることであ
る。会社の外部の組織には他の民間会社はもちろん、民
大学その他の研究機関が含まれる。これら両方の意味
で企業が外部との交流や協力を積極的に行うことに
よ てイノベ シ ンをい そう活発にする とができるよってイノベーションをいっそう活発にすることができる。



• しかしながら、会社、とくに巨大な会社が外部知識を活
用するうえで障害になる大きな要因として チェスブロ用するうえで障害になる大きな要因として、チェスブロ
ウも指摘しているように、社内の研究者や技術者のあ
いだでのNIH（ not invented here ）症候群というのが
ある。つまり自分たちが生み出したものではない社外
の技術知識を導入することに対する研究者・技術者た
ちの拒否反応のことであるちの拒否反応のことである。

• 他方で、社内で生まれた知識・技術を外部に放出する
際に遭遇する障害は主として事業部レベルの拒否反応際に遭遇する障害は主として事業部レベルの拒否反応
であろう。事業部は自身の蓄積している知的財産権を
手放すことに少なからず抵抗がある。また、内部の優
秀な技術者が新しい技術知識を創造し これを用いた秀な技術者が新しい技術知識を創造し、これを用いた
新事業の開発を提案しても、それが会社の既存事業の
安定と矛盾するような場合には、その提案が受け入れ安定と矛盾するような場合には、その提案が受け入れ
られないことは少なくない。そうでなくても、単純に大企
業組織の官僚主義的傾向のゆえに、その提案が無視
されるかもしれないされるかもしれない。



• 大企業が「ルーティン化された」イノベーション能力を十
分に発揮し 他方において起業家型企業が独自のイノ分に発揮し、他方において起業家型企業が独自のイノ
ベーション能力を存分に発揮するような経済システム
は、どのような条件を必要とするであろうか。この問いは、どのような条件を必要とするであろうか。この問い
かけは、次のような3つの問いを含んでいる。

• 第一に、大企業の「ルーティン化された」イノベーション
能力 ど うな条件を必 とする か能力はどのような条件を必要とするのか。

• 第二に、才能と起業家精神をもつ人々が過大なリスク
を背負いこむことなしに社会的に有益なイノベ シ ンを背負いこむことなしに社会的に有益なイノベーション
に挑戦できる条件はなにか。

• 第三に 「オープン・イノベーション」を阻害する要因を• 第三に、「オープン・イノベーション」を阻害する要因を
最小化しうるような条件はなにか。

• これら3つの条件をうまく併せ持つことができる経済シこれら3 の条件をうまく併せ持 ことができる経済シ
ステムが「イノベーション立国」を成功に導くのではない
だろうか。これからの日本が置かれた難しい国際環境
を思いめぐらせるならば追求する必要のある理想であを思いめぐらせるならば追求する必要のある理想であ
ると考えられる。



労働市場および労働契約の問題労働市場および労働契約の問題

• イノベーションの持続的実現にとって最も適した「良い
資本主義 の混合形態が実際にうまく機能しうるために資本主義」の混合形態が実際にうまく機能しうるために
は、ある種の特別な条件が必要であると考えられる。こ
の点についてBaumol et al （2007）でも市場競争の圧力の点についてBaumol,et al.（2007）でも市場競争の圧力
や規制の自由化など広範囲な考察と提言がなされてい
るけれども、ここでは別の角度から議論を進めたい。

• イノベーションの継続を「ルーティン化」した組織を構成
するためには、潜在的に高い能力と意欲をもつ個人を
選択的に雇用し これに継続的な技能（スキル）教育と選択的に雇用し、これに継続的な技能（スキル）教育と
チーム学習訓練を施して、「組織ケイパビリティ」すなわ
ち組織としてのイノベーション能力の担い手として養成

が がすることが有効である。こういうことが首尾よく行われる
ためには、長期雇用契約と年功要素の強い報酬体系
（賃金だけでなく 退職金や企業年金を含めた報酬の（賃金だけでなく、退職金や企業年金を含めた報酬の
体系）が好都合な制度であることは間違いない。



• しかしながら、このような雇用制度は当然に閉鎖的で柔しかしながら、このような雇用制度は当然に閉鎖的で柔
軟性に欠ける労働市場を作り出すことになる。閉鎖的
で柔軟性のない労働市場と雇用関係は、開放的で柔で柔軟性のない労働市場と雇用関係は、開放的で柔
軟な雇用契約とそれに対応した労働市場を必要とする
起業家型資本主義、いわゆるベンチャー企業の発展と起業家型資本主義、いわゆる ンチャ 企業の発展と
は適合しにくいものである。大企業型資本主義と起業
家型資本主義が連携する混血的（ blend ）システムが家型資本主義が連携する混血的（ blend ）システムが
理想であるとすれば、それに適合した雇用形態と労働
市場はどのようなものであるのだろうか。われわれはこ市場はどのようなものであるのだろうか。われわれはこ
の疑問に対する答えを見つけなければならない。

• 同時に 閉鎖的労働市場は 正規雇用者と非正規雇• 同時に、閉鎖的労働市場は、正規雇用者と非正規雇
用者の間に非合理的な差別を作り出し、それを固定化
する傾向をもつする傾向をもつ。



「オープン・イノベーション」を阻害する要因

• 大企業組織に属する人々が自分たちの会社の外で生
まれた知識や技術を導入することに抵抗する理由は、
彼ら プ ド 問題だ なく 自分たち 仕事彼らのプライドの問題だけではなく、自分たちの仕事
（雇用）を守りたいからでもある。大企業の組織内部で
生まれた知識や技術を外部に提供したり スピンオフ生まれた知識や技術を外部に提供したり、スピンオフ
の形で外部に切り出したりすることへの抵抗についても
同様のことが当てはまる。組織の拡大と成長は組織に
属する人 雇 を維持 上級ポ と昇進 機会属する人々の雇用を維持し、上級ポストと昇進の機会
を増加させることにつながるものであるから、それを妨
げるような外部移転の動きが歓迎されないのも無理はげるような外部移転の動きが歓迎されないのも無理は
ない。

• こうした阻害要因は、長期雇用と年功的要素の強い評うした阻害要因は、長期雇用と年功的要素の強い評
価・報酬制度が広く普及し、一般化されている場合には
特に強力に作用すると考えられる。



• 他方、雇用制度がもっと柔軟で、労働市場が流動性を
も ようなシステムにおいては 大企業の技術者が自もつようなシステムにおいては、大企業の技術者が自
社開発や自前技術に固執せず、外部の、特に起業家型
企業の知識や技術を尊重して これらを導入したり 対企業の知識や技術を尊重して、これらを導入したり、対
等な提携関係をもったりすることができる。また、大企業
に属する人々が新しいアイデアや知識をも てスピンに属する人々が新しいアイデアや知識をもってスピン・
オフし、みずから起業するケースがもっと多くなるであろ
うし スピン オフ企業と提携して大企業が画期的なイノうし、スピン・オフ企業と提携して大企業が画期的なイノ
ベーションを生み出す機会も増えるであろう。

• 人々が大企業と小企業および起業家の間で比較的自
由に移動することができるような条件が整備されるなら
ば、正規雇用と非正規雇用のあいだの非合理的差別も
著しく改善されることになるであろう。日本において今後

条 成そのような条件を形成することは可能であろうか。



日本のシステムの評価

• アングロ・サクソン型資本主義とは異なり、ライン・アル
ペン型資本主義あるいは西欧大陸型資本主義や北欧
社会 主主義経済 お 安定的 と社会保の社会民主主義経済においては安定的雇用と社会保

障が重視され、その制度の下で経済成長と生活水準の
向上が実現されている向上が実現されている。

• ただし、後者の型の資本主義においては、アングロ・サ
クソン型資本主義のアメリカ経済ほどのダイナミックなイクソン型資本主義のアメリカ経済ほどのダイナミックなイ
ノベーションは少ないといえる。

• しかし、閉鎖的な労働市場をもつ日本では、1970年代
降 れま 間 多く 産業分野 世界 先駆ける以降これまでの間に多くの産業分野で世界に先駆ける

イノベーションが実現されてきている。

最近では多くの日本人が従来の日本的雇用制度は維• 最近では多くの日本人が従来の日本的雇用制度は維
持されるべきであったと考えるようになっている。そうし
た意見の多くは、アメリカ経済におけるバブル崩壊と金た意見の多くは、アメリカ経済における ブル崩壊と金
融危機によって影響されていると思われる。



• しかし、これらは切り離して考える方がよい。
• イノベーションにかんする日本における問題点は、上記
のようなイノベーションの個別的成功事例にもかかわらう 事 わ
ず、それらが国内において上質な雇用機会の創出、下
請け企業などの産業末端におよぶ付加価値の豊かな
循環をもたらすにいたっていないこと、ひいては日本経
済の成長力回復・国民所得水準の向上に結びついてい長 民
ないことである。

• 新興経済国の急速な追い上げを受けて日本産業の国新興経済国の急速な追い上げを受けて日本産業の国
際競争力は次第に低下しつつあり、更なるイノベーショ
ンの最先端に挑戦しなければ成長力を維持することがンの最先端に挑戦しなければ成長力を維持することが
難しくなっている。したがって、従来のシステムに固執す
るのでなく、その長所を保守しながら新しいシステムへるのでなく、その長所を保守しながら新しいシステム
進化させてゆくことが必要である。



イノベーションにおける国のケイパビリティ

• 経済成長と国民生活水準の向上を実現するためには、
民間企業によるイノベーションと並んで 国民経済全般民間企業によるイノベ ションと並んで、国民経済全般
にわたる資源配分の効率化が必要である。すなわち、
付加価値生産性の低い分野から生産要素を引き離して
生産性の高い分野に移動させることである生産性の高い分野に移動させることである。

• そのために、労働力や資本など生産資源の柔軟な移動
を阻害する種々の制度を廃止したり改革したりすることを阻害する種々の制度を廃止したり改革したりすること
が必要になる。そこには、民間の個人や企業の自由な
市場行動を妨げるような種々の公的規制をできるだけ市場行動を妨げるような種 公的規制を きる け
取り払うこと、公的企業部門の民営化による効率性の
追求、革新のための投資を促進するように税制を改革
することなどの政策が含まれるすることなどの政策が含まれる。

• こうした資源配分の再編成は、同時に、新しい製品や
サービス そして新しい生産方法や新しい企業・産業組サ ビス、そして新しい生産方法や新しい企業 産業組
織、新しい市場などを生み出すイノベーションとなる。



• しかし、これらを実施してゆく過程において、その成果
が国民生活に還元される段階に至る前に、社会の一部
分において格差の拡大や種々の歪みが生じることはさ
けられない。そのとき、国民や政治勢力のあいだでこれ
らの問題を取り上げて、規制改革や市場活動の自由化

が がに反対する動きが強くなることがある。

• こうした事態に陥らないようにするには、イノベーション
政策を狭い範囲のものとして考えるのでなく、活発なイ
ノベーションによって進化する経済社会を持続させるに
必要な種々の制度や政策の総合的体系として構想し、
実施することが求められる。これこそが「イノベーション
立国のための政策体系」というコンセプトなのである。

• そこには労働市場と労働契約、セーフティ・ネットとしてそこには労働市場と労働契約、セ フティ ネットとして
の社会保障などが含まれる。



• 前項において、民間企業のイノベーション能力を形成す
る「組織ケイパビリティ」について考察した。われわれは織 」 考 。わ わ
国の政策能力の次元においても「組織ケイパビリティ」
の概念が適用できるのではないかと考える。

• 企業のイノベーション能力と意欲を高めるような政策を
企画し実行する政府さらには国と社会の能力が問われ企画し実行する政府さらには国と社会の能力が問われ
ている。それは経済の持続力（持続可能な成長）と国際
競争力を強化するように役立つイノベーション目標を設競争力を強化するように役立つイノベ ション目標を設
定する政府と国と社会の能力でもある。国はそのような
ケイパビリティをどのようにして獲得し、あるいは、それケイパビリティをどのようにして獲得し、あるいは、それ
を向上させることができるのか。



イノベーション立国のための「政策空間」イノ ション立国のための 政策空間」

• 実際に広範囲にわたるイノベーション政策を実行すると
なれば、中央・地方の行政組織や議会、民間企業ある
いは半官・半民の各種利権集団に対して徹底した節約
や利権の放棄を要求し、同時に広く国民に対して増税
その他の負担増加を求めることが必要である。

• それに対する抵抗の大きさは、政策の規模に比例する
以上にはるかに強いものとなる。このことは政策の採用強 採
と実行に対する支持を確保するという「政策空間」にお
いてこの政策の可能性が強く制約を受けるということで
ある。この制約をどのようにして少なくさせるか、あるい
は回避することができるのか。



• このような「政策空間」における制約という要因は、まさ
しくその国・社会のイノベーション能力の弱さを表してい
ることになる。すなわち、イノベーションにおける国のケ
イパビリ にお は そ 国 「政策空間 特徴イパビリティにおいては、その国の「政策空間」の特徴
が非常に重要な意味をもっているということができる。

国は経済環境の変化に対応し 持続的なイノベ シ• 国は経済環境の変化に対応して、持続的なイノベーショ
ンを可能にする「イノベーション政策」を策定し、遂行す
るル ティン化した「能力構築」の仕組みを形成する必るルーティン化した「能力構築」の仕組みを形成する必
要がある。

• それぞれの国の「政策空間」は その社会を構成する• それぞれの国の「政策空間」は、その社会を構成する
人々の思考態度、文化、伝統、慣行などの制度的、歴
史的要因によって強く影響を受けていると考えられるが史的要因によって強く影響を受けていると考えられるが、
しかし、それだけで決まってしまうわけではなく、まさに
政策主体の意図的設計によって変化させられるもので政策 体 意図的設計 変化さ れるも
ある。



• われわれはイノベーションを継続的に推進してゆけるよ
うな「国のケイパビリティ」を養成し、発展させることので
きる「政策空間」をどのようにして獲得できるのだろうか。

• 重要な、つまりは影響力の大きなイノベーションが数多
く生じることによって、社会的に有用性の薄い既得権益
を保有してきた集団がそれらを失うことは止むを得ない
ことであるけれども、そうではなくて従来の仕事や収入
を失う人々もまた少なくないのは事実である。

• こうした人々に対する補償を社会的安全ネットの形で適こうした人々に対する補償を社会的安全ネットの形で適
切に設計し、確立することができるならば、イノベーショ
ン政策に対する抵抗はある程度まで克服され、その政ン政策に対する抵抗はある程度まで克服され、その政
策空間は合理的に整備されるであろう。これこそが政策
主体がつねに意識に置かなければならない課題である。主体がつねに意識に置かなければならない課題である。



• 有効なイノベーション政策の実施、その重要な構成要素
としての雇用のセ フティネットや公平な年金制度などとしての雇用のセーフティネットや公平な年金制度など
社会保障制度、本格的な少子化対策などが受け入れら
れやすいような「政策空間」を形成あるいは養成してゆくれやすいような「政策空間」を形成あるいは養成してゆく
ことが不可欠の要点なのである。

• しかし 国と企業・会社組織には重要な違いがあるこしかし、国と企業 会社組織には重要な違いがあるこ
とも確かである。株式会社においては、基本的に言えば、
株主・資本と経営陣および従業員の区別にもとづく委任株 資本 経営陣 従業員 別 委
と執行および監査の統治原理があり、経営陣はその権
限によって業務遂行のための会社組織を形成し、運営
する権力を保有する 他方 国 は 民主主義する権力を保有する。他方、国については、民主主義
国家のばあい政府は選挙を通じて国民から統治の任務
と権限を負託される 株式会社において ダイナミックなと権限を負託される。株式会社において、ダイナミックな
ケイパビリティすなわちイノベーション能力を生み出すた
めの「組織ルーティン」を養成することは 経営者のリーめの「組織ル ティン」を養成することは、経営者のリ
ダシップに期待されるところである。



政策主体についての問いかけ

• 会社経営者に代わって、国において、この役割を誰が
担うのか また どのようにしてイノベ ションのため担うのか、また、どのようにしてイノベーションのため
のルーティンをもつ組織を養成するのか。自明の問い
かけのようにも思われるけれども 今もっとも重要なかけのようにも思われるけれども、今もっとも重要な

問いかけではないだろうか。
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危機と変革の好機危機と変革の好機

• テオドール・ピュッツ,野尻・丸谷邦訳『現代経済政策論の
基礎』（1979、118頁）において指摘されているように、新
たな政策の導入は危機の時代を背景に行われることが少
なくない。危機は変革の好機であるといえる。

• しかし、危機の時代は官僚機構や既得権益集団が自分た、 機 時代 官僚機構 既得権 集団 分
ちにとって都合のよい政策を実現する好機でもある。新し
い利権を生み出すような予算の獲得は、平時であれば抵す う 算 獲得 、 あ 抵
抗もあり、不要な既存の予算を削って捻出するように要請
されることが多いけれども、危機のときには、そうした制約機
がはずれて予算の大盤振る舞いが罷り通ることになりが
ちである。今がそのような時であるようにみえる。



• 危機の行動と平時の備え• 危機の行動と平時の備え
• 危機においては、平時に為しえなかった政策を実行するこ
とができる しかし それは本来は平時において実施してとができる。しかし、それは本来は平時において実施して
おくべきであった政策であることが望ましい。

• 危機の時でなく平時において為すべき政策を実施する能
力、危機に備えておく能力を獲得することはいかにして可
能になるのか。

• 予見能力と予見にもとづいて合意形成を導く能力の形成見 見
が問われている。



イノベーション政策論の変遷イノ ション政策論の変遷

• 1960年代～７0年代：科学（および技術）政策の時代
R&Dの役割とその促進に主たる関心が向けられた。

• 1980年代～90年代前半：経済成長と技術革新の関係お年代 年代前半 経済成長 技術革新 関係

よび技術革新のメカニズムを解明する理論的研究にもと
づいて、イノベーションを促進する制度・システムに関心が、イ ションを促進する制度 シ テ 関心
向けられ、NIS(national inovation system)の概念が確立
された。

• 1990年代後半～：各種の政策領域を横断して、企業およ
び社会全体の長期的な能力形成を促進するという意味にび社会全体の長期的な能力形成を促進するという意味に
おいて、イノベーション政策を経済政策全体の中核部分に
据えるという思考へ拡張される。イノベーション政策の主据えるという思考へ拡張される。イノベ ション政策の主
体の能力形成に関心が向けられる。
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姜 娟キョウ エン Juan JIANG（東北大学）
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